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消費生活トラブル情報

携帯に「お客様宛に荷物をお届けにあがりましたが不在の為持ち帰りました。配送物

は下記よりご確認ください http://●●●.com」とショートメッセージがあったが、記載し

てあるURLを押しても大丈夫か。

●記載されたＵＲＬを押すと、偽サイトにアクセスされ、不審なアプリがダウンロードされます。

そのアプリを、偽サイトに記載された手順でインストールしてしまうと、次のような被害につ

ながります。

①自分のスマホが不正操作され、同様の偽ショートメッセージが不特定多数に送信される。

②キャリア決済(携帯料金との合算払い)が不正使用され、見に覚えのない請求を受ける。

※団体利用を希望される場合は、事前に御連絡を
お願いします。

○参照先：情報処理推進機構(IPA)HP https://www.ipa.go.jp/security/anshin/mgdayori20190320.html

被 害 例

①メールのＵＲＬはすぐに押さず、公式サイトなどで真偽を確認しましょう。

②携帯電話に「提供元不明のアプリ」はインストールしない設定をしておきましょう。

対 策



注意情報

消費者ホットライン「１８８」 御案内の流れ

郵便番号が分かる 1

郵便番号が分からない 2

○郵便番号（7桁）入力

○固定電話の場合は地域を
選択。携帯の場合は最寄りの窓口へ

お住まいの市町の

消費生活センターや相談窓口

山口県消費生活センターなど

又はを押す

お知らせ 消費者啓発出前講座の講師を派遣します

山口県消費生活センターでは、県内の公民館や学校などで行われる学習
会や会合に、無料で消費者講座の講師を派遣します。

講師の派遣を希望される場合は「講師派遣申請書」をダウンロードして、
郵送・ＦＡＸ・メール等でお申し込みください。

申込日により派遣できないことがありますので、
申請はお早めにお願いします。

新たな手口「開封はがき」に注意！

〇「未納料金お支払いのお願い」という題名で、

「お客様番号」「管理コード」のほか、「法律

事務所」が記載され、さらにミシン目から開封

させる『開封はがき』を利用している。

〇請求金額の記載がなく、「下記までお問い合わ

せください」と連絡させるように仕向けている。

山 口 県 警 『 防 犯 情 報 』

●このようなはがきが届いても、記載された連絡先には連絡せず、お近くの警

察署や消費生活センターに御連絡ください。

参照先：山口県警察本部「防犯情報」

架空請求の

【はがきの一例】

http://2.bp.blogspot.com/-fkwEUwqo0mc/UsZuDHlJIiI/AAAAAAAAc2s/u_Lixdwgpo4/s800/muryou.png
http://4.bp.blogspot.com/-GAVYMoV3F4M/UZYk0hIarTI/AAAAAAAATGc/A05ffniZ3i8/s800/job_senesi.png


お知らせ 「まなべる」の御紹介

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。

体験学習型 消費者教育施設

※団体利用を希望される場合は、事前に
御連絡をお願いします。


